
役員及び評議員 評議員選任 解任委員 報酬等 関 規程 

 
 

目的  
第 条 こ 規程 社会福祉法人多々良福祉会 役員及び評議員 評議員選任 解任

委員 下 委員 いう  報酬等 い 定 あ  
定義  

第 条 本規程 いう役員 理事及び監事をいう  
報酬 総額  

第 条 評議員 各年 報酬総額 定款第 条 記載 額 理事 い

200,000 円 ま 監事 い 200,000 円を超え い範囲  
報酬等 支払い方法  

第 条 報酬 通貨を 本人 支給 本人 指定 法人 義 金

融機関口 振 込 こ  
  報酬 法 定 こ 控除 べ 金額を控除 支給  
  報酬 出席 理事会又 監事監査 評議員会 出席 都 そ 日 支

給  
会議出席報酬等  

第 条 理事 理事会ま 議案説明 為 評議員会 出席 時 別表 役

員報酬を支払うこ  
 日 あわ 行 法人 業務 い 報酬 支払わ い  

 
  評議員 評議員会 出席 時 別表 役員報酬を支払うこ

日 あわ 行 法人 業務 い 報酬 支払わ

い  
   委員 委員会 出席 時 別表 役員報酬を支払うこ

日 あわ 行 法人 業務 い 報酬 支払わ い

 
役員及び評議員 勤務報酬等  

第 条 理事会及び評議員会(出席) 外 日 い 法人及び施設運営 業

 務 あ 場合 別表 報酬を支払うこ  
監事 報酬  

第 条 監事 理事会及び評議員会 出席 時 別紙 役員報酬を支払うこ

日 あわ 監事業務を行 場合 本条次項 報

酬 支払わ い  
  監事 理事会及び評議員会(出席) 外 日 い 法人及び施設 指導検

 査 立会及び運営状況 指導ま 監査 業務 あ 場合 別表  
報酬を支払うこ  

出張旅費  
第 条 役員及び評議員 委員 法人業務 出張 場合 別表 支払

うこ  

適用除外  
第 条 施設職員を兼務 者 い こ 規程を適用 い  
 但 を得 法人 施設外 行 う会議等 い 別表 支給

 こ  
 
  ル プ企業 あ  療法人原土井病院 学校法人原学園 び株式会

 社ホ ム アサ ビス 役職員 こ 規程 適用 い  
但 を得 ル プ企業 施設 外 行 う場合 別表 支給

こ  
改  

第 条 本規定を改 必要 生 場合 理事会 議決を経 評議員会

承認を得 け い  
 
別紙 評議員 報酬        日額 

  称 住所地 東  そ 他 
評議員会出席 10,000 円 15,000 円 
業務 指導等 15,000 円 

   理事 報酬        日額 
  称 住所地 東  そ 他 

理事会出席 10,000 円 15,000 円 
業務 指導等 15,000 円 

   監事 報酬        日額 
  称 住所地 東  そ 他 

理事会 評議員会出席 10,000 円 15,000 円 
監事監査 業務 指導等 20,000 円 

   委員 報酬        日額 
  称 住所地 東  そ 他 

評議員選任 解任委員会出席 10,000 円 15,000 円 
業務 指導等 15,000 円 

 
 
別表  出張旅費       日額 

旅 費 宿泊費 報 酬 そ 他 
実 費 法人本部手配 1 日 10,000 円 実  費 

 
附則  
  こ 規程 和 年 月 日 施行      




